
委 員 会 報 告 書 

 

 

１ 議会運営委員会 

 ・ 本定例会の会期を６月１８日の１日間とする。 

 

２ 社会文教常任委員会 

 ・ 令和５年第３回定例会 発議第５号 

    親子で楽しめる健康的な空間づくりに関する事務調査 

 

３ 閉会中の継続調査申出 

 ・ 議会運営委員会 

 ・ 総務産業常任委員会 

 ・ 社会文教常任委員会 

 ・ 議会広報特別委員会 

 

 

 

 





○ 同意 １１件 

 ・ 農業委員会委員の任命について（第１号～第１１号） 

 

○ 選挙  ２件 

 ・ 江差町選挙管理委員会委員の選挙について 

 ・ 江差町選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

 

○ 議員発議等  ９件 

・ 食料自給率向上を政府の法的義務とすることを求める意見書の提出について 

・ 日本政府に核兵器禁止条約の参加・署名・批准を求める意見書の提出について 

・ ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書 

・ 地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について 

・ 道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）を抜本的に見直しすべての子ども

にゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の提出について 

・ 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」など教育予算確

保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書の提出について 

・ 令和６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書の提出について 

・ 生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書の提出について 

・ 訪問介護報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出について 

 

○ 町長行政報告 

     

２）一般質問通告（８名） 

・ 飯田議員（１－４）、増永議員（５－６）、出﨑議員（２－２）、塚本議員（２－２）、 

小梅議員（２－２）、田畑議員（１－１）、小野寺議員（４-９）、室井議員（３－６） 

 

３）一般質問について 

・ 一問一答方式で行い、質問回数は一問につき再々質問まで、答弁を含め６０分の時間制とす

る。 

・ 議員の質問はすべて自席で行い、理事者答弁は１問目を演壇、２問目以降は自席で行う。 

・ 町理事者においては、議員からの質問、質疑に対し議長の許可を得て反問することができる。

その場合、議員の答弁も含めて制限時間外とする。 

・ 一般質問、議案等の質疑で、感想や要望、お礼等、一般質問や質疑から外れる発言のほか、

一般質問は事前通告制のため、再質問、再々質問についても、通告書で通告した質問主旨以

外の質疑は、厳に慎むこと。 

 

４）会期について  

   ・６月１８日（火）の「１日間」とする。 












